
 

大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱 

 

（令和元年６月３日 局長決）   

（最近改正令和３年３月 25 日）   

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例（昭和33年大阪市条例第19号。以下「条

例」という。）第２条に規定する給水区域に残存している鉛製給水管（以下「鉛管」

という。）の取替促進を図るため、予算の範囲内で助成金を交付することについて、

大阪市水道局補助金交付規程（平成31年水道事業管理規程第２号）に定めるほか、

鉛製給水管取替工事助成金（以下「助成金」という。）の交付について、必要な事

項を定めることを目的とする。 

（助成金の交付対象工事） 

第２条 助成金の交付対象となる工事は、大阪市水道事業に係る給水区域内において

施工する給水装置工事又は漏水修繕工事で、次に掲げる全ての要件に該当するもの

とする。 

⑴ 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が、給水装置の

所有者又は給水装置の所有者から委任を受けた使用者であること。  

⑵ 水道メータから宅地内の給水装置末端までの間に存在する鉛管の全部又は一部

を、水道法施行令（昭和32年政令第336号）第６条に規定する基準に適合する給

水管で鉛管以外のものに取替える工事（以下「対象工事」という。）であること。 

⑶ 取替前と取替後における給水管の口径が同口径となる工事であること。ただし、

同口径で取替できない場合は、この限りでない。  

⑷ 大阪市指定給水装置工事事業者（以下「指定工事店」という。）が施工する工

事であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付

の対象としない。 

⑴ 助成金の交付の申請時から交付の決定時までの期間中に、申請者が本市の水道

料金及び下水道使用料を滞納しているとき。  

⑵ 対象工事において施工対象となる給水装置が、既にこの要綱に基づく助成金の

交付の対象となったことのあるものであるとき。  

⑶ 対象工事が官公署の施工による工事その他これに準じる公共工事等に該当する

とき。 

⑷ 対象工事が建築物の建替えに伴い給水装置を全面的に改造する工事等であり、

鉛管を取替えることを主目的とするものでないとき。  

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、対象工事１件につき、しゅん工図面に記載されている鉛管を

取り替えた管の延長（以下「鉛管取替延長」という。）に、大阪市水道局長（以下



 

「局長」という。）が別に定める積算基準により算出した工事費用を乗じた額に２

分の１を乗じて得た額（１円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額）と

する。ただし、200,000円を上限とする。なお、鉛管取替延長は、単位をメートル

とし、小数点第２位を切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、算出する鉛管取替延長が0.5メートルに満たない場合

は、鉛管取替延長を0.5メートルとみなす。 

（助成金の交付申請） 

第４条 対象工事が給水装置工事の場合、申請者は、第６条第１項の工事の申込に先

立って、鉛製給水管取替工事（給水装置工事）助成金交付申請書（様式第１－１号。

以下「申請書（給水装置工事）」という。）に建物の全景写真を添付し、局長へ提

出しなければならない。 

２ 対象工事が漏水修繕工事の場合、申請者は、修繕後速やかに、鉛製給水管取替工

事（漏水修繕工事）助成金交付申請書（様式１－２号。以下「申請書（漏水修繕工

事）」という。）に図面・工事写真を添付し、局長へ提出しなければならない。  

３ 前項の図面は、別図の例によって作成するものとする。  

（申請の取下げ） 

第５条 申請者は、助成金の交付を受ける前であれば、鉛製給水管取替工事助成金交

付申請取下書（様式第２号）により、申請の取下げを行うことができる。  

（工事の申込） 

第６条 対象工事が給水装置工事の場合、申請者は、指定工事店へ対象工事を依頼し、

条例第11条第１項の工事の申込を行わなければならない。  

２ 申請者が申請書（給水装置工事）を提出した日から１年以内に前項の工事の申込

を行わないときは、その申請書（給水装置工事）は失効するものとする。  

（完了の報告） 

第７条 対象工事が給水装置工事の場合、申請者は、その給水装置工事しゅん工検査

に合格した後速やかに、鉛製給水管取替工事完了届（様式第３号。以下「完了届」

という。）を局長へ提出しなければならない。 

（交付の決定等） 

第８条 局長は、申請書（漏水修繕工事）又は完了届の提出を受けたときは、これを

受理した日から30日以内に、その内容の審査を行い、予算の範囲内で助成金の交付

の可否を決定する。 

２ 局長は、前項による審査を行った結果、交付の決定（以下「交付決定」という。）

をしたときは、その旨を鉛製給水管取替工事助成金交付決定通知書（様式第４号。

以下「交付決定通知書」という。）により申請者に通知する。  

３ 局長は、第１項による審査を行った結果、不交付の決定をしたときは、その旨を

鉛製給水管取替工事助成金不交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知す

る。 



 

（助成金の支払い請求） 

第９条 前条第２項の交付決定の通知を受けた申請者（以下「交付決定を受けた申請

者」という。）が、助成金の支払いを受けようとするときは、鉛製給水管取替工事

助成金請求書（様式第６号）に助成金振込先口座の通帳等の写しを添付し、局長へ

提出しなければならない。 

２ 助成金の交付決定を受けた申請者が交付決定の日から１年以内に前項の請求を行

わなければ、交付決定通知書は失効するものとする。  

（交付決定の取消し又は返還） 

第10条 局長は、交付決定を受けた申請者が次のいずれかに該当するときは、助成金

の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を請求するものとする。  

⑴ 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが

明らかになったとき。 

⑵ 対象工事の施工又は助成金の交付の申請について、この要綱その他関係法令の

規定に違反する事実が明らかになったとき。  

２ 局長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、鉛製給水管取

替工事助成金交付決定取消通知書（兼助成金返還請求書）（様式第７号）により、

助成金の交付決定を受けた申請者にその旨を通知し、又は助成金の返還を請求する

ものとする。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は局長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、令和元年９月１日から施行し、施行日以降に着手された工事について

適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月25日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別図（第４条関係） 

氏名

修　　繕　　図

施　　工　　写　　真

施　　工　　中

施　　工　　後

25

漏水箇所

（布設）HIVP25-2.0ｍ

（撤去）LP25-2.0ｍ

LP25

LP25

HIVP25

 



 

氏      名

ふりがな

２　関係公簿閲覧の同意

　　　  助成金の交付を受けたいので、大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱第４条第１項の規定

　　　　　水道メータから宅地内の給水装置末端までの間に鉛管を使用しており、取替工事を行うにあたり、

　私が申請した、鉛製給水管取替工事助成金の受給に関し、私の水道料金及び
下水道使用料の滞納状況等について関係公簿を閲覧されることに同意します。

１　申請地情報

４　添付写真

氏　　　名

住      所

 （申請者）

　　　年　　　月　　　日

鉛製給水管取替工事（給水装置工事）助成金交付申請書

工事場所

　　　 により、次のとおり申請します。なお、申請にあたり、大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱

住　　　所

水栓番号

３　家屋所有者の委任

　　（申請者本人の場合、

　　　記入不要）

　上記申請地における鉛製給水管取替工事助成金の申請等に関する一切の事
項について、申請者に委任します。

電話番号 　　　　－　　　　　　－　　　　　

申請者　　氏名

 （様式第１－１号）

         大阪市水道局長　様

　大阪市　　　　　区

電話番号

※　確認事項（確認されましたら、□にチェックを入れてください。）

　　□　暴力団の利益になるような申請ではありません。

　　　　注意１　暴力団排除のため、必要に応じて申請者の個人情報を警察に照会することがあります。

　　　　注意２　暴力団排除のため、法人の役員名簿等の提出を求めることがあります。

建物名称等

建物の全景□

　

　　　 及び関係法令を遵守します。

調定番号

法人その他の団体に

あっては、主たる事務

所の所在地、その名

称及び代表者の氏名

 



 

 

申請者　　氏名

　　　　－　　　　　　－　　　　　

住　　　所

氏　　　名

調定番号

水栓番号

２　関係公簿閲覧の同意

　私が申請した、鉛製給水管取替工事助成金の受給に関し、私の水道料金及び
下水道使用料の滞納状況等について関係公簿を閲覧されることに同意します。

　　

３　家屋所有者の委任

　　（申請者本人の場合、

　　　記入不要）

　上記申請地における鉛製給水管取替工事助成金の申請等に関する一切の事
項について、申請者に委任します。

電話番号

電話番号

　　　　　水道メータから宅地内の給水装置末端までの間に鉛管を使用しており、取替工事を行ったため、

　　　  助成金の交付を受けたいので、大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱第４条第２項の規定

　　　  により、次のとおり申請します。なお、申請にあたり、大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱

　　　  及び関係法令を遵守します。

１　申請地情報

建物名称等

　　　年　　　月　　　日

         大阪市水道局長　様

 （申請者）

住      所

ふりがな

氏      名

鉛製給水管取替工事（漏水修繕工事）助成金交付申請書

工事場所 　大阪市　　　　　区

 （様式第１－２号）（表面）

法人その他の団体に

あっては、主たる事務

所の所在地、その名

称及び代表者の氏名

 

 



 

 

□

※　確認事項（確認されましたら、□にチェックを入れてください。）

　　□　暴力団の利益になるような申請ではありません。

　　　　注意１　暴力団排除のため、必要に応じて申請者の個人情報を警察に照会することがあります。
　　　　注意２　暴力団排除のため、法人の役員名簿等の提出を求めることがあります。

　　□　施工業者が大阪市指定工事店であることを確認しました。

住　　　所

業 者 名

口径　　　　                            mm

　図面・工事写真

延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ

電話番号 　―　　　　　　―

７　添付書類

 （様式第１－２号）（裏面）

４　鉛管取替延長

５　修繕年月日 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

６　施工業者
　　（大阪市指定工事店）

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （様式第２号）

ふりがな

氏      名

鉛製給水管取替工事助成金交付申請取下書

         大阪市水道局長　様

 （申請者）

住      所

　　　年　　　月　　　日

電話番号

記

　　　　　　　年　　　月　　　日付けで申請した鉛製給水管取替工事助成金交付申請について、大阪市

        水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱第５条の規定により、取り下げます。

　　　 

取 下 げ の 理 由

法人その他の団体に

あっては、主たる事務

所の所在地、その名

称及び代表者の氏名

 



 

 

住      所

延長　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ

電話番号 　―　　　　　　―

口径                                 mm

住　　　所

鉛製給水管取替工事完了届

業 者 名

         大阪市水道局長　様

３　検査日

 （申請者）

　　　 鉛製給水管取替工事要綱第７条の規定により届け出ます。

２　施工業者
　　（大阪市指定工事店）

　　　　年　　　　月　　　　日

１　鉛管取替延長

電話番号

　　　　　　　　年　　　月　　　日付けで申請した鉛製給水管取替工事を完了したので、大阪市水道局

ふりがな

氏      名

 （様式第３号）

　　　年　　　月　　　日

法人その他の団体に

あっては、主たる事務
所の所在地、その名
称及び代表者の氏名

 



 

 （様式第４号）

　　　 

　　　 

　　　　　

　　　 

鉛 管 取 替 延 長 　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ

工 事 場 所 大阪市　　　　　区

大阪市水道局長

記

１

２

　なお、助成金の受領にあたっては、「４　注意事項」に留意して、鉛製給水管取替工事助成金請求書（様式第
６号）を提出してください。

　       　　　　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった鉛製給水管取替工事助成金については、次のとお
り、助成金を交付することを決定しましたので、大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱第８条第２
項の規定により通知します。

（申請者）

鉛製給水管取替工事助成金交付決定通知書

大水工給第　　　　　　　　  号

　　　年　　　月　　　日

様

（１）

（２）

（３）

助 成 金 の 交 付 額 金　　　　　　　　　　　　　　　円

４ 注 意 事 項

３

　本通知書の有効期間は１年とし、交付決定の日から１年以内に、助成金の支払いの請求
がない場合、本通知書は失効します。

　助成金交付申請を取り下げる場合は、速やかに「鉛製給水管取替工事助成金交付申請
取下書（様式第２号）」を提出してください。

　大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱第10条第１項の規定に該当すること
となった場合は、助成金交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還していただき
ます。

※お問合せ

大阪市水道局工務部給水課

調査企画

ＴＥＬ ０６－６６１６－５４８３

 



 

 （様式第５号）

　　

　　

様

大阪市水道局長

　　　　　　  　年　　　月　　　日付けで申請のあった鉛製給水管取替工事助成金については、次の理由により
助成金を交付しないことを決定しましたので、大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱第８条第３
項の規定により通知します。

（申請者）

鉛製給水管取替工事助成金不交付決定通知書

大水工給第　　　　　　　　  号

　　　年　　　月　　　日

不 交 付 の 理 由

記

※お問合せ

大阪市水道局工務部給水課

調査企画

ＴＥＬ ０６－６６１６－５４８３

 



 

　　　

　　　

※申請者名義の口座を記入してください。

□添付資料：上記口座の通帳等の写し

　　　　　　      　年　　　月　　　日付け　大水工給第　　　　　　　　　　号で交付決定通知を受けた鉛製給水
管取替工事助成金について、大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱第９条の規定により次
のとおり請求します。

　　　年　　　月　　　日

         大阪市水道局長　様

 （申請者）

電話番号

金　　　　　　　　　　　　　　　円

 （様式第６号）

※ 口 座 番 号

預 金 種 目

支 店 名

振 込 先 金 融 機 関 名

請 求 金 額

鉛製給水管取替工事助成金請求書

住      所

ふりがな

氏      名

法人その他の団体に

あっては、主たる事務

所の所在地、その名

称及び代表者の氏名

 

 



 

 （様式第７号）

　　　

　　　 

請 求 理 由

特 記 事 項

返 還 請 求 額 金 円

取 消 理 由

記

取 消 年 月 日 年 月 日

様

大阪市水道局長

鉛製給水管取替工事助成金交付決定取消通知書（兼助成金返還請求書）

大水工給第　　　　　　　　  号

　　　年　　　月　　　日

（申請者）

　　　　　　　     年　　　月　　　日付け　大水工給第　　　　　　　　　　号で交付決定した鉛製給水管取替工
事助成金については、大阪市水道局鉛製給水管取替工事助成金交付要綱第10条第１項の規定により、
次のとおりその交付決定を取り消し（、その返還を請求し）ます。

 


